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地域密着型特定施設入居者生活介護に関する運営規程 

介護付有料老人ホーム上松ホーム 

 

（目的） 

第１条 この規程は上松ホーム入居契約書（以下「入居契約書」という。）第５条の規定に基づき「上

松ホーム」（以下「ホーム」という。）の管理、運営並びに利用に関する事項を定めたもので入居者が

快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことに資するとともに、ホームの良好な生活環境を確保

することを目的としています。 

 

（運営の方針） 

第２条 入居者に対し、入居契約書第４条に定めるサービスについて、入居者がその有する能力に応じ

可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう提供します。 

２ ホームが提供するサービスは、介護保険法令及びその他関係法令の内容に沿ったものとします。 

３ 入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努めます。 

４ サービスの提供は、個別の地域密着型特定施設サービス計画（以下「サービス計画」という。）を

作成し、入居者の同意のもとに実行します。 

５ 入居者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人の予めの同意を得て取り扱うも

のとし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第３条 従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりです。 

一 管理者 １名  従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い必要な指揮

命令を行う。 

二 生活相談員 １名  入居者の生活相談、処遇の企画や実施等を行う。 

三 看護職員 １名以上  入居者の健康管理及び保健衛生を行う。 

四 介護職員 １２名以上  入居者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

五 機能訓練指導員 １名以上  入居者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減

退を防止するための訓練を行う。 

六 計画作成担当者 １名以上  入居者のサービス計画の作成・実施状況の把握、入居者の心身の

状況等の把握、入退所援助を行う。 

七 事務職員 １名以上  経理事務等を行う。 

八 栄養士及び調理員 必要数 入居者への食事の提供、栄養指導、衛生管理を行う。 

               ※ホームは上記サービスを外部事業者へ委託しております。 

 

（入居定員及び居室数） 

第４条 入居定員は２４名、居室数は２４室です。 

 

（サービス内容） 

第５条 入居者に対して、次に掲げる各種サービスを一体的に提供します。 

一 介護 

ア ホームにおいて提供する介護サービスについては介護保険法令に示された指定基準等によ
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り、別表１において「介護サービス等の一覧表」を作成して、介護サービスを提供します。

この介護サービスは、サービス計画に基づく「地域密着型特定入居者生活介護」です。 

イ 介護サービスの内容は、別表１「介護サービス等の一覧表」のとおりです。 

ウ 介護が提供される場所は、介護居室です。 

エ ホームは入居契約書第７条四号により、介護サービスの提供に当たっては入居者の生命又は

身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は

行いません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際

の入居者の心身状況、緊急止むを得なかった理由を記録します。ご家族等の要求がある場合

及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示します。 

二 健康管理 

   ア 年２回の健康診断、月２回の健康診療その他健康相談等を行います。 

   イ 協力医療機関及び協力歯科医療機関を定め、協力医療機関及び協力歯科医療機関において、

適切な治療が受けられるよう協力いたします。協力医療機関及び協力歯科医療機関の名称及

び所在地等は別表２「協力医療機関等の詳細」のとおりです。 

ウ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術

的助言及び指導を年２回以上実施し、当該技術的助言及び指導に基づき口腔衛生の管理体制

に係る計画を作成します。 

三 食事の提供 

   ア 原則として、毎日１日３食を提供する体制を整え、栄養士その他必要な職員を配置します。 

   イ 医師の指導による治療食を提供します。 

   ウ 食事サービスの提供は別表３「食事サービス」に従って行います。 

四 生活相談、助言 

   日常生活における入居者又は身元引受人等の心配事や悩みなどについては、専門の職員がいつで

も相談に応じます。 

五 生活サービス 

   生活サービスの内容は、別表１「介護サービス等の一覧表」のとおりです。 

六 レクリエーション等 

   文化・余暇利用活動や運動・娯楽等のレクリエーションに関する生活支援を行います。 

七 その他の支援サービス 

   介護サービスが適切に利用できるよう要介護認定申請に係る援助、入居者の生活において必要な

場合には身元引受人等へ連絡いたします。 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第６条 ホームを利用するにあたり、利用料及びその他利用者が負担する費用の額は次のとおりです。 

一 入居一時金については、入居契約書第２３条の規定に基づき、入居時までにお支払いいただきま

す。その使途、返還方式、一時金の返済債務の保全措置については、入居契約書表題部及び重要

事項説明書をご覧ください。 

二 各種サービスの月払いの利用料等については、別表４「月払い利用料等一覧表」によります。 

三 管理費は共用施設の維持・管理費、居室内の保全、事務管理部門の事務費に充当します。管理費

は、入居契約後入居可能日以降に入居していない場合及び３０日以上の長期不在等の場合におい
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ても規定の金額を徴収いたします。 

四 食事サービスに係る食費は、食材費、栄養士その他の食事部門の人件費、設備・備品代に充当さ

れます。 

五 入居者等が居室及び共用施設で使用する水道・電気・冷暖房設備等は別表４の光熱水費に含まれ

ます。 

六 家賃相当額については、入居一時金（家賃相当額の一部）として前払いされている金額を除く金

額が月払い利用料として徴収されます。 

七 介護サービスについては、介護保険に係る利用者負担分及び介護費をお支払いいただきます。後

者の介護費は手厚い職員体制として「特定施設入居者生活介護が受領する介護保険の給付対象外

の介護サービスについて」（平成１２年３月３０日付け老企発５２号厚生省老人保健福祉局長企

画課長通知）の規定に従い合理的な積算根拠に基づいて徴収する費用です。 

八 一時金、利用料その他入居者が負担する費用を受領した場合は、帳簿に記録して、２年間保存し

ます。 

九 費用の改定については、入居契約書第２７条の規定に基づき、ホームが所在する地域の自治体が

発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案の上、運営懇談会の意見を聴いて改定します。 

十 入居契約書第２４条から第２６条までに規定する費用の支払い方法については、入居者宛に費用

項目の明細を付し毎月５日までに請求します。ホームはこれに基づき原則としてその金額を銀行

口座から自動引落とします。 

   入居者は、ホームの指定する銀行に入居者名義の普通預金口座を設け、その口座から毎月１０日

までに前月分を自動振替の方法により、ホームの口座にお支払いいただきます。 

 

（運営懇談会） 

第７条 入居者の方々の意見、要望を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うため、入居契約書第８

条の規定に基づき、ホームと入居者から成る「上松ホーム運営懇談会」を設置します。運営懇談会は、

別表５「運営懇談会細則」により運営されます。 

 

（苦情処理） 

第８条 入居契約書第９条の規定に基づく入居者からの苦情又はご意見は、別表６「苦情処理細則」に

より解決を図ります。 

 

（禁止又は制限される行為） 

第９条 入居契約書第２０条の規定により、禁止事項とホームの承諾事項を定めております。該当項目

につきまして、ホームは、この定めに従い、対応することといたします。 

（施設の使用に当たっての留意事項） 

第１０条 施設の使用に当たっての留意事項として、入居契約書において施設の使用上の注意、修繕、

居室への立ち入りについて規定し、これらに従った対応を行います。 

 

（緊急時等における対応） 

第１１条 入居者の心身の状況に異変その他緊急事態が発生したときは、主治医又は協力医療機関等に

連絡をとり、適切な対応を行います。 
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（非常災害対策等） 

第１２条 非常災害が発生した場合、「防災計画」に従い、入居者の避難等について適切な処置を講じ

ます。 

２ 消火設備その他の非常災害に対して必要な設備等を設けるとともに、感染症や非常災害時の業務継

続計画等の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、地域住民等と連携した避難等の訓練や研修

を実施します。 

３ スプリンクラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯などの防災設備は法令に準拠しています。 

 

（記録の整備） 

第１３条 従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備します。 

２ 利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、個々の入居者につき、 契約終

了（契約の解約・解除、他の施設への入所、入居者の死亡、入居者の自立等）により一連のサービス

提供が終了した日から２年間（第三号、第六号及び第七号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

ます。 

一 地域密着型特定施設サービス計画 

二 供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 従業者以外によるサービスの提供をした場合の結果等の記録 

五 市への通知に係る記録 

六 苦情の内容等の記録 

七 事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録 

八 報告、評価、要望、助言等の記録 

九 その他規則で定める書類 

 

（衛生管理等） 

第１４条 従業者は、衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講じるとともに、医療品、医療用具

の管理を適正に行います。 

２ ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講

じます。 

一 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修や訓練を定期的に実施し

ます。 

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の

対処等に関する手順に沿った対応を行います。 

 

（虐待防止のための措置） 

第１５条 利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと
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ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。 

２ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、状況調査や市町村への相談等を実施する。 

 

（その他運営に関する重要な事項） 

第１６条 その他運営に関する重要事項として、入居契約書において事業者の秘密保持、賠償責任等に

ついて規定し、これらに従った対応を行います。 

２ この規定に定める事項の他に、サービス提供上で重要な事項が生じた場合には、事業者はその都度

適切な対応を図り、入居者保護の観点に立って、問題の解決に当たります。 

３ 問題の対応策又は対応結果については、運営懇談会等において説明し、入居者の理解を得るよう努

めます。 

 

附則 

１ この規程は、平成２０年１０月１日より実施します。 

２ この規程は、平成２４年７月１日より実施します。 

３ この規程は、平成２５年１２月１日から適用する。 

４ この規程は、平成２６年４月１日から適用する。 

５ この規程は、平成２７年４月１日から適用する。 

６ この規程は、平成２９年４月１日から適用する。 

７ この規程は、平成３０年４月１日から適用する。 

８ この規程は、令和元年１０月１日から適用する。 

９ この規程は、令和３年４月１日から適用する。 

１０ この規程は、令和６年４月１日から適用する。 



別表１

特定施設入居者 特定施設入居者 別途利用料を徴
生活介護費で、 生活介護費、各種 収した上で、実
実施するサービ 一時金、月額の利 施するサービス 備     考 （提供頻度等）
ス 用料等で、実施す

るサービス

介護サービス

食事介助

排せつ介助・おむつ交換

おむつ代

入浴（一般浴）介助・清拭

特浴介助

身辺介助（体位交換・移動・着替え等）

機能訓練

通院介助（協力医療機関）

通院介助（協力医療機関以外）

生活サービス

居室清掃

リネン交換

日常の洗濯

居室配膳・下膳

入居者の嗜好に応じた特別な食事

おやつ

あり

あり

なし あり なし あり

なし あり なし あり なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり なし あり

なし あり なし あり

あり

なし あり なし あり なし あり

なし あり なし

なし あり

なし

あり

なし あり なし あり なし あり

なし あり

なし あり

あり なし あり

なし あり なし あり

なし あり

なし あり

なし あり なし

なし なし

なし

あり なし

なし あり なし

なし あり なし

あり

施設又は敷地内での声掛け・説明、医療機関等に
行くための準備、タクシー等の交通機関への乗降の
援助を行います。

施設又は敷地内での声掛け・説明、医療機関等に
行くための準備、タクシー等の交通機関への乗降の
援助を行います。

なし あり なし

介護サービス等の一覧表

あり なし あり

あり

通常の食事の食材料費へ、その都度、必要な食材
料費を加算いたします。

通常の食事の食材料費へ、その都度、必要な食材
料費を加算いたします。

なし あり

あり

あり

なし
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特定施設入居者 特定施設入居者 別途利用料を徴
生活介護費で、 生活介護費、各種 収した上で、実
実施するサービ 一時金、月額の利 施するサービス 備     考 （提供頻度等）
ス 用料等で、実施す

るサービス

理美容師による理美容サービス

買い物代行（通常の利用区域）

買い物代行（上記以外のの利用区域）

役所手続き代行

金銭・預貯金管理

健康管理サービス

定期健康診断

健康相談

生活指導・栄養指導

服薬支援

生活リズムの記録（排便・睡眠等）

入退院時・入院中のサービス

移送サービス

入退院時の同行（協力医療機関）

入退院時の同行（協力医療機関以外）

入院中の洗濯物交換・買い物

入院中の見舞い訪問

その他のサービス

要介護認定申請に係る援助

身元引受人等への連絡

注 １ この「介護サービス等一覧表」記載のサービスには、事業主体が実施している他の介護サービス事業所が提供するサービスは
含めないこと。

注 ２ 「その他のサービス」欄は、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること。

あり

あり なし あり

なし あり なし あり

ありなし

なし あり なし あり なし

なし

あり なし

なし あり あり なし

あり なし

あり

あり

なし あり

なし

なし あり なし あり なし あり

なし

あり

なし あり

なし

なし あり

なし あり なし あり

あり

なし あり

あり

あり

なし あり なし あり なし

なし あり なし

なし

なし ありあり

なしなし あり なし あり

なし あり なし あり

なし あり なし あり なし あり

なし あり

なし

なし

なし あり

あり

あり

なし あり なし

なし ありあり

なし あり なし あり

なし ありなし あり

なし ありなし あり なし あり

なし あり
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別表２ 
 

協力医療機関等の詳細 

協力医療機関 

医療機関名 小谷医院 

診療科目 内科 

所在地 長野県長野市上松 2-22-18 

電話番号 026-232-8360 

 

医療機関名 長野市民病院 

診療科目 総合緊急診療 

所在地 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

電話番号 026-295-1199 

 

医療機関名 中島医院 

診療科目 内科 

所在地 長野県長野市柳原 2222-6 

電話番号 026-295-0600 

 

協力歯科医療機関 

医療機関名 北島歯科医院 

診療科目 歯科 

所在地 長野市三輪 1-2-35 

電話番号 026-243-5979 

 



食事サービス 

 

項目 内容 料金 

食事時間 朝食   ８：００から 

昼食  １２：００から 

おやつ １５：００から 

夕食  １８：００から 

６００円 

７００円 

１００円 

６５５円 

治療食 ※１ 慢性病等のため又は一時的に治療食の必要

な方は、医師の指示書に従って治療食を提

供します。 

通常の食事の食材料費

に含まれます。 

特別食・おやつ ※２ 要望、予算に応じ特別食等を提供します。 通常の食事の食材料費

へ、その都度、必要な食

材料費を加算いたしま

す。 

居室での食事 病気等の理由により食堂で食事ができない

場合は、食事を居室までお届けします。下

膳サービスもいたします。 

 

 

※１ 医師の指示書（食事箋）をご提示ください。 

※２ ホームが定期的に提供する行事食等も含まれます。 

 

別表３ 



 1 

月払い利用料等一覧表 

月払い利用料等一覧表 

内容 料金 

管理費 全室 ２，０００円／月 

食費 通常の食事 

 （朝食  ６００円） 

 （昼食  ７００円） 

 （おやつ １００円） 

 （夕食  ６５５円） 

  ※治療食を含みます。 

特別食 

１食ごとに、通常の食事の食材料費へ、その都度、必要な食材料費を加

算した料金をお支払いいただきます。 

光熱水費 月額１９，６５５円 

家賃相当額 ２，２００円／日（一時金あり）２，８００円／日（一時金なし） 

介護費 １８，０００円／月 

※ 手厚い職員体制として「特定施設入居者生活介護が受領する介護

保険の給付対象外の介護サービスについて」（平成１２年３月３０日

付け老企発５２号厚生省老人保健福祉局長企画課長通知）の規定に

従い合理的な積算根拠に基づいて徴収する費用です。 

介護保険に係

る利用者負担

分 

令和８年６月１日現在 

 

１割負担の場合                        （日額） 

 サービス費（A） 
費用総額（B） 

（A）×10.14 

保険給付額（C） 

（B）×90％ 

自己負担額 

（B）－（C） 

要介護１ ５４６単位 ５，５３６円 ４，９８２円 ５５４円 

要介護２ ６１４単位 ６，２２５円 ５，６０２円 ６２３円 

要介護３ ６８５単位 ６，９４５円 ６，２５０円 ６９５円 

要介護４ ７５０単位 ７，６０５円 ６，８４４円 ７６１円 

要介護５ ８２０単位 ８，３１４円 ７，４８２円 ８３２円 

 

２割負担の場合                        （日額） 

 サービス費（A） 
費用総額（B） 

（A）×10.14 

保険給付額（C） 

（B）×80％ 

自己負担額 

（B）－（C） 

要介護１ ５４６単位 ５，５３６円 ４，４２８円 １，１０８円 

要介護２ ６１４単位 ６，２２５円 ４，９８０円 １，２４５円 

要介護３ ６８５単位 ６，９４５円 ５，５５６円 １，３８９円 

要介護４ ７５０単位 ７，６０５円 ６，０８４円 １，５２１円 

要介護５ ８２０単位 ８，３１４円 ６，６５１円 １，６６３円 

 

 

 

別表４ 
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３割負担の場合                         （日額） 

 サービス費（A） 
費用総額（B） 

（A）×10.14 

保険給付額（C） 

（B）×70％ 

自己負担額 

（B）－（C） 

要介護１ ５４６単位 ５，５３６円 ３，８７５円 １，６６１円 

要介護２ ６１４単位 ６，２２５円 ４，３５７円 １，８６８円 

要介護３ ６８５単位 ６，９４５円 ４，８６１円 ２，０８４円 

要介護４ ７５０単位 ７，６０５円 ５，３２３円 ２，２８２円 

要介護５ ８２０単位 ８，３１４円 ５，８１９円 ２，４９５円 

※ 当ホームの介護費は、１単位＝１０．１４円です。 

※ 償還払いの場合は、費用総額（B）をお支払いいただきます。提供した指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事

項を記載したサービス提供証明書を入居者等に対し交付いたします。 

 

〈加算〉 

上記の介護費以外に下記の加算があります。対象となる場合は、加算を算定

させて頂きます。１単位は、１０．１４円となり、端数処理のため、利用日数

等により金額が変動する場合があります。 

○個別機能訓練加算（Ⅰ） １２単位／日 

 常勤専従の機能訓練指導員を配置し、他職種で利用者ごとの計画を作成し、

当該計画に基づき訓練を実施した場合に算定されます。 

〇 個別機能訓練加算（Ⅱ）２０単位/月 

  個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定し、計画の内容等を厚生労働省に提出し、必

要な情報を活用した場合に加算されます。 

○夜間看護体制加算（Ⅰ） １８単位／日 

  常勤看護師１名以上配置し、責任者を定め、夜勤又は宿直を行う看護職員の

数が１名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保

し、２４時間の連携をとり、また重度化した場合の指針について利用者に説明

し、同意を得た場合に加算されます。 

○夜間看護体制加算（Ⅱ） ９単位／日 

  常勤看護師１名以上配置し、責任者を定め、２４時間の連携をとり、また重

度化した場合の指針について利用者に説明し、同意を得た場合に加算されます。 

○協力医療機関連携加算 

協力医療機関との間で、相談・診療を行う体制を常時確保し、入所者等の同

意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に加算さ

れます。 

（１）要件を満たす場合 １００単位／月 

（２）それ以外の場合 ４０単位／月 

○看取り介護加算（Ⅰ） 

本人や家族に対して同意を得て、計画が作成され、随時説明と同意が行われ

た上で看取りが実施された場合に算定されます。 

（１）死亡日以前３１日以上４５日以下 ７２単位／日 

（２）死亡日以前４日以上３０日以下 １４４単位／日 

（３）死亡日以前２日、３日 ３８０単位／日 

（４）死亡日 １，２８０単位／日 

○看取り介護加算（Ⅱ） 

（Ⅰ）の要件を満たし、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置し

ている場合に加算されます。 

（１）死亡日以前３１日以上４５日以下 ５７２単位／日 
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（２）死亡日以前４日以上３０日以下 ６４４単位／日 

（３）死亡日以前２日、３日 １，１８０単位／日 

（４）死亡日 １，７８０単位／日 

○認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日 

認知症高齢者が一定以上入所しており、認知症介護リーダー研修修了者を一

定以上配置している場合等に算定されます。 

○認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日 

認知症専門ケア加算Ⅰを算定している施設で、認知症介護指導者研修修了者

を 1名以上配置している場合等に加算されます。 

〇 サービス提供体制加算（Ⅰ）２２単位/月 

  介護職員のうち介護福祉士の数が７０％以上、又は勤続１０年以上が２５％

以上の場合に加算されます。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日 

介護職員のうち介護福祉士の数が６０％以上の場合に加算されます。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日 

介護職員のうち介護福祉士の数が５０％以上、看護・介護職員のうち常勤職

員が７５％以上、直接処遇職員のうち勤務年数７年以上の職員が３０％以上の

場合に加算されます。 

※（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のいずれかの算定となります。 

○入居継続支援加算（Ⅰ） ３６単位／日 

  介護福祉士の数が、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上である

場合、たんの吸引等を必要とする者及び尿道カテーテル留置等を実施している

状態の者のいずれかに該当する状態の者の占める割合が利用者の１５％以上で

あり、かつ、常勤の看護師を１名以上配置し、責任者を定めている場合に加算

されます。 

※サービス提供体制強化加算を算定している場合は、算定されません。 

○入居継続支援加算（Ⅱ） ２２単位／日 

  介護福祉士の数が、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上である

場合、たんの吸引等を必要とする者及び尿道カテーテル留置等を実施している

状態を必要とする者のいずれかに該当する状態の者の占める割合が利用者の

５％以上１５％未満であり、かつ、常勤の看護師を１名以上配置し、責任者を

定めている場合に加算されます。 

※サービス提供体制強化加算を算定している場合は、算定されません。 

○退院・退所時連携加算 ３０単位／日 

  病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から入居した場合、３０日

を超える病院若しくは診療への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院

への入所後に再び入居した場合に、入居した日から起算して３０日以内の期間

に加算されます。 

○退居時情報提供加算 ２５０単位／回 

医療機関へ退所する入所者等について、入所者等の同意を得て、心身の状況、

生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り加算さ

れます。 

〇生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位／月 

  訪問・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の理学療法士等や医

師からの助言をサービス提供の場又は ICT を活用した動画等により受けること

ができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向

上を目的とした計画を作成した場合に加算されます。 

○生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位／月 
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  指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又

は医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、施設を訪

問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、

当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合に加算されます。 

※個別機能訓練加算を算定している場合は、１月につき１００単位となります。 

○若年性認知症入居者受入加算 １２０単位／日 

若年性認知症入居者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期にお

ける認知症によって要介護者となった入居者）に対して、個別に担当者を定め

てサービス提供した場合に加算されます。 

○口腔・栄養スクリーニング加算 ５単位／回（６月に１回を限度） 

  利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当

該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、

低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門

員に提供した場合に加算されます。 

〇ADL維持等加算（Ⅰ）３０単位／日 

評価対象期間内にご利用者の ADL の維持・改善の度合いが一定の水準を超え

るなどの要件を満たした場合に加算されます。 

〇ADL維持等加算（Ⅱ）６０単位／日 

評価対象期間内にご利用者の ADL の維持・改善の度合いが一定の水準を超え

るなどの要件をより満たした場合に加算されます。 

〇 科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

  心身状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場

合に加算されます。 

○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０単位／月 

新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保しており、医療機関等が行う

感染症の研修又は訓練に参加している場合に算定されます。 

○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位／月 

届出を行った医療機関から、３年に１回以上感染制御等に係る実地指導を受

けている場合に加算されます。 

○新興感染症等施設療養費 ２４０単位／日 

感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保

し、感染した方に適切な感染対策の上でサービスを提供した場合に、１月に１

回、連続する５日を限度として加算されます。 

○生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、見守り機器等のテクノロジ

ーを複数導入していて、データにより業務改善の取組により成果が確認されて

いる場合に算定されます。 

○生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

開催や改善活動を継続的に行っている場合に加算されます。 

〇 介護職員等処遇改善加算 

介護職員等への賃金の改善等を実施している場合に（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、

（Ⅱ）ロ、（Ⅲ）、（Ⅳ）のいずれかを加算されます。 

（Ⅰ）イ一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１４８／１０００ 

（Ⅰ）ロ一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１５９／１０００ 

（Ⅱ）イ一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１４２／１０００ 

（Ⅱ）ロ一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１５３／１０００ 
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（Ⅲ） 一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１３０／１０００ 

（Ⅳ） 一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×１０８／１０００ 

その他の費用 • テレビを居室に持ち込まれる入居者は、１，０００円／月をお支払

いいただきます。 

• オムツを着用される入居者は、オムツ処分費５００円～１，５００

円をお支払いいただきます。 
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運営懇談会細則 

 

１．目的 

入居契約第８条に基づき、ホームの健全な運営と入所者の快適で心身ともに充実した生

活を実現するために、必要な事項について、意見を交換する場として「上松ホーム運営懇

談会」（以下「懇談会」といいます。）を設置します。 

 

２．懇談会の構成 

（１） 懇談会はホームを代表する職員及び入居者（全員又は代表者）により構成されま

す。 

（２） 身元引受人等（成年後見制度に基づく後見人を含む。）も、構成メンバーとします。 

（３） 入居者とホームの双方の合意が成立した場合には、第三者的立場にある学識経験

者、民生委員などを構成メンバーとします。 

 

３．懇談会の開催 

（１） 懇談会は、原則として、定例懇談会を２月に１回開催します。但し、定例懇談会

のほか、ホームと入居者の双方が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催する

ものとします。 

（２） 懇談会は施設長の名において行います。 

（３） 懇談会の進行はホーム側にて行います。 

 

４．議題 

（１） 施設における入居者の状況、一時金返還債務の保全状況、入・退所の状況、要介

護者の状況、サービス提供の状況 

（２） 管理費、食費その他のサービス費用及び使用料の改定 

（３） 管理規程、細則等の諸規定の改定  

（４） 入居者の意向の確認や意見交換 

（５） 各年度の職員数・介護職員配置体制・勤務形態・資格保有の状況、介護職員勤務

時間の説明等 

（６） その他特に必要と認められた事項    

 

５．通知方法等 

（１） 懇談会開催通知は、書面配布、館内掲示、館内放送等により行います。 

（２） 開催通知には、開催日、議事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含みます。 

（３） 入居者の身元引受人等には、原則として、書面により連絡します。 

別表５ 
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６．議事録の作成と開示の方法 

懇談会の議事については、開催の都度、双方の発言の記録を作成し館内において閲覧に

供するとともに、全入居者及び身元引受人等に配布します。議事録は２年間保存します。 

 

７．施行日 

この細則は、平成２０年１０月１日から実施します。 



苦情処理細則 

 

１．入居者は、入居契約書第９条の規定に基づき施設の状況やホームが提供するサービスに

関し、ホームに苦情を申し立てることが出来ます。 

 

２．苦情を申し立てることによりホームから不利益な取り扱いを受けることはありません。 

 

３．苦情の申し立てと処理の手順は次の通りです。 

①入居者は、苦情の内容を口頭又は文書により施設の苦情窓口の苦情対応責任者に伝えま

す。 

②担当責任者は申し立てられた苦情内容について申立て者と協議し、問題の解決に当たり

ます。 

③個別に対応が可能であるものについては、ホームは直ちに対処し、問題を解決します。 

④苦情内容が、複数の入居者又は入居者全員の利害または安全等に関する内容であること

が判明した場合は、その内容やその解決方法等に付いて、運営懇談会等を開き協議また

は報告するものとします。 

⑤苦情の内容は帳簿に記録して５年間保存します。 

 

４．当事者間での解決がつかない場合は、入居契約書第７条六号により長野市担当課等の公

的機関の相談窓口での相談等によるほか、入居契約書第４５条に従って管轄地方裁判所に

提訴することが出来ます。 

 

５．苦情処理の体制は、入居者等が見やすい場所に掲示します。 

 

６．施行日 

この細則は、平成２０年１０月１日より実施します。 

この細則は、平成２６年４月１日より適用する。 

別表６ 


